
希望ヶ丘小学校 『学校生活のきまり』とお願い    ２０２６年度                                         

生徒指導部 

 

子どもたちが、健康で安全に暮らせるように、学校生活や登下校時の約束事の概要を「学校生活のきまり」として

まとめてみました。付随するご家庭でのご協力も「お願い」としてあげさせていただいています。お子様とご一読い

ただき、ご協力のほどよろしくお願いします。 
 
 

学校では 

①欠席・遅刻・早退の場合は、朝８：２０までに「連絡帳」か「すぐーる」で学校に知らせてください。 

 ＊急な早退のお迎えや下校場所の変更等に対応できないことがあります。 

☆「すぐーる」での連絡は８：２０～は担任が確認できない為、その日の連絡は送信できない設定になっています。 

＊帰宅場所の変更がある場合(自宅から祖父母の家、わくわく児童クラブから自宅など)は、「連絡帳」で連絡してください。

急な電話で対応ができず行き違いが生じる場合があります。一度予定通り、その場所に下校してから保護者の方で対応を

お願いします。 

 

②学用品および学習に必要なものについて 

＊筆箱、下敷き、連絡帳のほか、教科書、ノートやファイルなど、学習に必要なものは、毎日自分で準備させてください。 

＊鉛筆は毎日５～６本必要です。（１時間に１本ぐらいが目安）おうちで毎日削って持ってこさせてください。また、赤鉛

筆や赤ペンも1本は必要です。  

※学年によって使用する筆記用具は変わります。またシャープペンシルは、使いません。 

＊「ラッションペン、色鉛筆、のり、はさみ」は、入学から卒業まで使用します。 

＊体育館シューズは、原則本校指定（緑色）となっています。（購入先：やまぎ呉服店（甲南駅付近）） 

＊上ぐつは体育館シューズに類似したもの〈ベルシューズかバレーシューズのようなもの〉で、履きやすいものを購入して

あげてください。小学校時の子どもの成長はとても早いので、少なくとも学期ごとには点検をお願いします。   

＊持ち物には、必ず記名してください。（上着だけでなく下着にも記名してください。雑巾にも記名してください。） 

＊学校ではお茶を準備していませんので、毎日自分が飲むお茶は持たせてあげてください。生水は衛生上飲まないように指

導しています。前夜からペットボトルごと冷凍室で凍らせたり、氷を大量に入れたりするのは、口には心地よくても体に

はよくありません。健康面を最優先にして、冷蔵庫で冷やす程度にしてください。 

 ＊基本的に鍵盤ハーモニカは１人１台用意するのが望ましいです。（音楽会前などは兄弟姉妹での貸し借りも困難になって

きますし、音楽の学習の時間が重なることもあります。）３年生以上で使用するリコーダーも同様です。 

＊毛筆書写の学習では、筆や新聞紙等使用前後の準備後片づけ等も大切な学習です。習字セットの準備や使った筆の後始末

は、おうちでも見守ってあげてください。使用した日にセットを持ち帰りますので筆はお家で洗わせてください。 

＊防犯ブザーは毎日携行させてください。また、いざというときのために、電池点検は定期的にご家庭でお願いします。 

 

③学校に必要のないものは持ってきません。 

＊ネックレス（チタン系含む）、ミサンガ、キーホルダー、ラメペン、練り消し…、ほかにも学用品なのか学用品まがいの

ものなのか、また必要な健康器具（サポーターなど）と言えるのかどうか、判断に苦しむものがたくさんあります。一つ

一つ学校で時間をかけて点検するのは学校の本質ではありません。「買うか買わないか」「学校に持って行くべきかどうか」

を決めるのはおうちの方と子ども本人の判断力です。 

＊雨の日を安全に過ごせる方法として、読書やお絵かきの他に室内で楽しめるトランプ・オセロ・ウノ・百人一首・カルタ

などが考えられます。学級用として数セット準備しています。個人的に持ってきていただく必要はありません。 



④給食準備の時は、マスクをして静かに待ちます。 

＊給食準備のときは、給食当番の人だけでなく、全員がマスクをして静かに待ちます。 

＊給食当番は、自分で持ってきているエプロン・三角巾・給食用マスクにつけかえます。 

＊給食当番でエプロンを借りた人は、金曜日にエプロンを持ち帰ってもらいますので、洗濯、アイロンがけをして、月曜日

に持たせてください。ご協力お願いします 

 

⑤チャイムにあわせて行動します。 

＊甲南町の小中学校では、時間を守って行動する「ベル着・ベル発」に取り組んでいます。本校でも、希望の鐘の音やチャ

イムを聞いて、次の行動がとれるよう指導しています。 

 

⑥校舎内は静かに歩いて移動します。 

＊廊下はゆっくり右側歩行を指導しています。「けがをするから走ってはだめ」ということだけでなく、大勢の人が生活し

ているところでは、走ったり騒いだりしないというのが公共のマナーということをご家庭でもご指導をお願いします。 

 

⑦体育館、運動場、冒険の丘…、それぞれ約束事があります。しっかりときまりを守ります。 

＊のびのびホールは、作品を展示したり静かに本を読んだり学級や学年で集会をしたりするときに使用するスペースです。 

＊どんなに広い遊び場でも、大勢の人たちが安全に使用するにはそれなりのきまりがあります。たいていの場合、人や自分

がけがをしたり、ものをこわしたりしないためのものです。場所や状況を考えた行動をとれるようご家庭でもご指導をお

願いします。 

＊ボール遊びは、原則、運動場でします。体育館ではボールは蹴りません。 

＊遊んではいけないところ…非常階段、体育館のまわり、駐車場、玄関前、プールのまわりなど 

＊果樹園・冒険の丘…ロープが張ってある範囲です。柵より外部へは出ないようにします。どの学年も先生と一緒に行くよ 

うにします。学校の鐘やチャイムの音をよく聞いて次の学習に遅れないように教室に戻ります。 

なお、冒険の丘にはいばら・うるし・蜂・まむしなど、自然の中には人間にとって危険となるものもあります。危険の予

知や服装や靴、手袋、タオルなど野外用の準備も必要です。 

 

感染症対策 

「手洗い、給食時のマスク」を徹底し、自分と大切な人の命を守る力を身につけさせます。 

 

朝起きてから 
 
①たっぷり睡眠をとって、朝ごはんは必ず食べます。 

＊成長盛りの子どもたちにとって、朝食は絶対に必要なものです。必ず朝食をとらせてください。 

どうしても朝に準備できない場合は、前日に用意してあげてください。睡眠時間は、子どもの場合８～１０時間が目安で

す。成長ホルモン分泌の時間帯を考慮すると、午後９時から１０時までに眠りにつくことが重要です。 

 

②毎朝排便の習慣をつけます。 

＊ 人間の体の自然な摂理では朝に排便をする習慣が望ましいようです。学校に到着してすぐに「おなかの調子が…」とい

う子もいます。習慣づけられるよう生活のリズムを整えてください。 

 

③気候に応じた活動的な服装で登校します。 

＊体温調整がうまくできなくなってきている子どもが増えています。夏場は、清潔・安全で活動的な服装で、冬場は、防

寒着脱ぎ着や重ね具合等で体温調整できるよう、ご協力お願いします。 

＊体育の時間は学校で決められた体操服を着て、赤白帽をかぶります。そのときに上の肌着は身に着けず素肌の上に体操

服を着ます。(体の成長に応じて肌着を着てもいいですが、衛生上の理由から着替えを用意してください。)安全に運動が



しやすいように髪の毛が長い場合はくくってください。 

＊冬場の体育は、体が温まるまでは上着やズボンを着てもよいことになっています。フードがある服やボタン類、ファス

ナー等の付属品が多い服は万一ぶつかったとき危険なので、丸首トレーナー等活動しやすく安全なものを体育用として用

意してください。 

＊学校に履いていく靴は、体育の学習を念頭において、できる限り軽くて運動しやすいものを選んでください。スパイク

など裏が固いものは接触の際にけがにつながる可能性があり、危険です。 

＊冬場に防寒着を着用して登校する場合、ベンチコート等丈の長いものは置き場所に困ります。 

 

朝 家を出るときは 

①安全帽（黄色）をかぶります。 

＊帽子は紫外線や雨風から大切な頭を守る役割と、黄色く車を運転する人の注意を促し最も人目につく黄色となっていま

す。名札についても、「自分に責任をもつ」という意識付けの意味も込めてつけるようにしています。不審者対応を考慮

し、登下校時の名札は着用しません。 

＊もし、黄帽をなくした場合は、やまぎ呉服店（甲南駅前通り近く）等で購入してください。 

＊名札を注文される場合は、職員室に申し込み袋がありますので、担任まで申し出てください。 

 

②「ハンカチ、はなかみ（ポケットティッシュ）、つめ、帽子」を合い言葉に忘れ物がないよう点検します。 

 

登校するときは 

①出会った人には元気にあいさつをします。 

  ＊毎日ボランティアで立ってくださっている見守り隊の方、先生、近所の方や知り合いの方など、行き帰りに出会ったらす

すんで元気な声であいさつするよう声かけをお願いします。 
 

②通学班のきまりを守って、安全に集団登校をします。 

＊８時頃に学校到着をめやすに登校指導をしています。登校班ごとに話し合いで集合時刻や場所が決められています。家を

出るのが遅くなって、ほかの人を長い時間待たせたり、途中急がせたりしなくてもよいように、集合時刻を守らせてくだ

さい。 

＊集合時刻に遅れる場合は、登校班の誰かに必ず連絡をお願いします。連絡がない場合は集合時刻まで待ち、時間になった

ら出発するようにしています。 

＊班旗を持っている人が欠席の場合は、できる限り同じ班の人に渡して、交代してもらってください。 

 

下校するときは 

①健康安全上、体育の時間は、普段着から体操服に着替えます。午後に体育や野外体験等がある場合は、体操服のま

ま下校する場合もあります。 
 

②下校時刻を守ります。 

＊下校時刻は校報「希望の鐘」の裏面でお知らせします。 

＊見守り隊の方にも下校時刻を連絡してご協力していただいています。学校では不審者から自分の身を守るためにも、しっ

かり並んで寄り道をせずに帰るよう、指導しています。 

＊原則として、無断で下校中そのまま習い事に行ったり、下校途中で車に乗せてもらったりしないようにさせてください。

（下校途中の子どもを車に乗せると、誘拐に見えることがあります。また、数名のグループのうち一人を残して乗せて帰

ったりすると、残された子どもだけが長時間一人で下校することになります。） 

＊学校にお子様を迎えに来たときは、必ずインターフォンで職員室にお声かけください。駐車場に子どもが出ると危険なた

め、保健室前で待っています。 

＊下校はスクールカード裏面地図の記載通学路に従って、より安全な道を通って複数で下校します。 

＊万一、不審者やそれらしい人に出会ったときは、防犯ブザーや大声で助けを呼ぶとか、にんにん１１０番の家に駆け込む、



あるいは全力で逃げる…等の方法をとり、余裕があれば、車ならナンバーや人物の特徴などを覚え、まずは警察、次に学

校に知らせてください。他の人の危険な様子を目撃した場合も、１分１秒でも早く知らせてください。早ければ早いほど

次の被害者を出さないことになります。（貴生川交番６２－２０５１ 甲賀警察署６２－４１５５）  

 

家に帰ってから 

①原則、学校へ忘れ物を取りに来ません。 

＊下校時刻以降に忘れ物等で学校に取りに来るときに事故や事件等に巻き込まれる可能性がありますので、宿題を忘れたと

きには、次の日にしたり、別の学習に取り組んだりすることもできます。やむを得ず用事があって学校に来たときは、正

面玄関のインターフォンで職員室に知らせてください。出て行くときも職員室に声をかけてください。保護者の方が用事

で来られるときも同様です。 

＊自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶりましょう。放課後、自転車で学校に来るときは、階段下の道路脇の歩道に

自転車を止めず、プール横の自動車用の入り口から乗り入れ、自転車置き場に並べて停めます。その際、自動車の動きに

は十分注意してください。  
 

②長期の休みだけでなく、遊び等で家を出るときは、家の人に、「いつ、どこへ、だれと、何しに、いつ帰る」を伝えておきま

す。火遊び禁止。川や池での遊びは必ずおとなの人と出かけます。 

＊冬場には氷の池にはまって怖い目に遭ったり、氷を割ろうとしてその破片が目に当たったりという事故が起こる可能性も

十分に考えられます。 
 

③不審者に出会ったり見かけたりした時は、すぐに家の人に知らせ、まずは警察にそして学校に連絡を入れてください。

落とし物も警察へ届けてください。 

＊貴生川交番６２－２０５１  甲賀警察署６２－４１５５  希望ヶ丘小学校８６－６７４７ 

 

④携帯電話（スマホ等）のメールや掲示板、SNS 等にも人の心を傷つけるようなことを書きこみません。「みんなで守ろ

う！甲賀市小中学生スマホ等使用の共通ルール」を必ず守りましょう。 

 ★夜９：００以降は、友だちとLINE等のSNSをしません。 

 ★LINE等のSNSに友だちの悪口や人の気持ちを傷つけることは書きません。 

 ★相手の許可なくLINE等のSNSに個人が特定できるような情報や動画、写真をアップしません。 

 ★不適切なサイトや動画、写真の閲覧をしません。 

★使う時間や内容を約束する、フィルタリングをかける、時々チェックするなどして、子どもたちが安全に使えるようにし

てください。 

 

その他 
 

①スポ少等で体育館前に駐車される方は、職員駐車場通用門前やプール横には駐車しないでください。 
 

②休み明けに、運動場や校舎周辺におやつのゴミが散乱している時があります。施設ご利用の場合は、必ず「借りる前よ

りもちょっときれいに」を心がけてご利用ください。 

 

お知らせ 

窓ガラスなど学校の物品を壊してしまった場合、費用弁償について（原則） 

・故意に壊したと判断した場合→全額負担   ・故意ではないが結果的に壊れてしまった場合→半額負担 

＊状況により検討しますが、ご承知おきください。保険として、「園児・児童・生徒２４時間総合保障制度」があります。 

滋賀県教育委員会と滋賀県警察本部は、児童生徒の非行を防止し、及び犯罪被害から保護することにより、その

健全な育成を図ることを目的とし、そのために必要な相互の連携･情報提供に関する申し合わせをしています。犯罪

または非行に結びつく問題行動を起こし、検挙・補導された場合、学校にも連絡が来ることになっていますし、学

校から警察に非行やいじめなどを相談することもできるシステムになっていますので、ご承知ください。 


